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お知らせ広報にいじま 7月号

■
国
民
年
金
保
険
料
免
除

等
の
申
請
に
つ
い
て

民
生
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

　

国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
忘

れ
の
状
態
で
、
万
一
、
障
害
や

死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が

発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保

険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年
者

納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す

の
で
、
住
民
登
録
を
し
て
い
る

区
市
町
村
役
場
の
国
民
年
金
担

当
窓
口
で
申
請
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、
年

金
事
務
所
ま
た
は
区
市
町
村
役

場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
に
備

え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
の
免
除
等
の
受

付
は
平
成
29
年
7
月
3
日
か
ら

開
始
さ
れ
、
平
成
29
年
7
月
か

ら
平
成
30
年
6
月
ま
で
の
期
間

を
対
象
と
し
て
審
査
し
ま
す
。

ま
た
、
申
請
は
原
則
と
し
て
毎

年
度
必
要
で
す
。

　

保
険
料
を
納
め
な
い
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、「
も
し
も
」
の
と

き
の
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
は
、
申
請
を
し
ま

し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

港
年
金
事
務
所

☎
０
３
（
５
４
０
１
）
３
２
１
１

役
場
民
生
課　

住
民
年
金
係

☎
（
５
）
０
２
４
３

■
年
金
請
求
書
の
手
続
き

漏
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
の

に
必
要
な
期
間
（
受
給
資
格
期

間
）
が
「
25
年
」
か
ら
「
10
年
」

に
短
縮
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
制
度
の
開
始
は
、
今
年

8
月
１
日
、
年
金
の
支
給
開
始

は
、
平
成
29
年
10
月
か
ら
と
な

り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
黄
色
の
封
筒
が

送
ら
れ
ま
す
の
で
、
最
寄
の
年

金
事
務
所
ま
た
は
区
市
町
村
役

場
で
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
１
１
６
５

■
検
察
審
査
員
に
つ
い
て

　

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
ま
し

　

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
ま
し

た
ら
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

た
ら
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

し
ま
す
。

　　

選
挙
権
を
有
す
る

選
挙
権
を
有
す
る
2020
歳
以
上

歳
以
上

の
国
民
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で

の
国
民
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で

選
ば
れ
た

選
ば
れ
た
1111
人
の
検
察
審
査
員

人
の
検
察
審
査
員

が
、
検
察
官
が
犯
罪
を
犯
し
た

が
、
検
察
官
が
犯
罪
を
犯
し
た

疑
い
が
あ
る
者
を
裁
判
に
か
け

疑
い
が
あ
る
者
を
裁
判
に
か
け

な
か
っ
た
こ
と
の
よ
し
あ
し
を

な
か
っ
た
こ
と
の
よ
し
あ
し
を

審
査
す
る
制
度
で
す
。

審
査
す
る
制
度
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

　　

東
京
第
一
検
察
審
査
会
事
務
局

東
京
第
一
検
察
審
査
会
事
務
局

☎
０
３
（
３
５
８
１
）
２
８
７
７

☎
０
３
（
３
５
８
１
）
２
８
７
７

http://w
w
w
.courts.go.jp/kensin/

総
務
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

　

今
年
度
は
試
験
的
に
8
月
10

日
か
ら
8
月
20
日
ま
で
の
間
、

4
便
運
航
を
実
施
し
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
ご
利
用
下
さ
い
。

■
平
成
29
年
度
連
絡
船

に
し
き
夏
期
運
航
ダ
イ
ヤ

に
し
き
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
献
血
へ
の
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

6
月
6
日
・
7
日
に
実
施
し

た
献
血
で
は
、
合
わ
せ
て
114
名

の
方
の
あ
た
た
か
い
ご
協
力
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
詳
し
い
内

訳
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
献
血
申
込
者
数
】
114
名

【
献
血
者
数
】
93
名

　

東
京
司
法
書
士
会
主
催
に
よ

る
無
料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま

す
。

　

例
え
ば
、「
相
続
・
遺
言
・
土

地
・
建
物
・
登
記
・
暮
ら
し
に

お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
・
生
活
再
建
」

と
い
っ
た
相
談
ご
と
に
関
し
ま

し
て
、
面
談
に
よ
る
無
料
相
談

を
行
い
ま
す
。

新
島
相
談
会

【
相
談
日
時
】

　

平
成
29
年
7
月
14
日
（
金
）

午
前
10
時
〜
午
後
2
時

【
相
談
場
所
】

　

新
島
村
住
民
セ
ン
タ
ー

※
交
通
手
段
の
関
係
で
や
む
な

■
司
法
書
士
に
よ
る

　
　
　
　
　

出
前
相
談
所

A
型
42
名
、
O
型
27
名
、
B
型

18
名
、
AB
型
6
名

　

今
回
献
血
が
で
き
な
か
っ
た

方
も
会
場
ま
で
足
を
運
ん
で
い

た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

血
液
は
長
期
保
存
が
き
か
ず
、

人
工
的
に
造
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
今
後
も
新
島
村
で
は
、

継
続
的
に
献
血
事
業
を
行
っ
て

い
き
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

民
生
課
民
生
係  

☎
（5）
０
２
４
３

く
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
際
は
何

卒
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
予
約
は

不
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

東
京
司
法
書
士
会
事
務
局
事
業
・

研
修
課

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
１
９
１

平
日 

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

（
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

【
夏
期
ダ
イ
ヤ
期
間
】

7
月
21
日（
金
）〜
8
月
9
日（
水
）、

8
月
21
日
（
月
）
〜
8
月
31
日
（
木
）

運
航
時
間

第
１
便

　

式
根
島
発　

午
前
8
時

　

新　

島
発　

午
前
8
時
20
分

第
２
便

　

式
根
島
発　

午
前
11
時

　

新　

島
発　

午
前
11
時
20
分

第
３
便

　

式
根
島
発　

午
後
4
時

　

新　

島
発　

午
後
4
時
20
分

【
夏
期
最
盛
期
ダ
イ
ヤ
期
間
】

8
月
10
日（
木
）〜
8
月
20
日（
日
）

運
航
時
間

第
１
便

　

式
根
島
発　

午
前
8
時

　

新　

島
発　

午
前
8
時
20
分

第
２
便

　

式
根
島
発　

午
前
10
時
30
分

　

新　

島
発　

午
前
10
時
50
分

第
３
便

　

式
根
島
発　

午
後
2
時

　

新　

島
発　

午
後
2
時
20
分

第
４
便

　

式
根
島
発　

午
後
4
時

　

新　

島
発　

午
後
4
時
20
分

【
問
い
合
わ
せ
】

　

式
根
島
支
所  

☎
（7）
０
０
０
４
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■
7
月
18
日
販
売
開
始

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

　

収
益
金
は
、
区
市
町
村
の
明

　

収
益
金
は
、
区
市
町
村
の
明

る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

使
わ
れ
ま
す
。

使
わ
れ
ま
す
。

【
発
売
期
間

【
発
売
期
間
】】

77
月月
1818
日（
火
）〜

日（
火
）〜
88
月月
1010
日（
木
）

日（
木
）

【
発
売
場
所
】

【
発
売
場
所
】

　

全
国
の
宝
く
じ
売
場

　

全
国
の
宝
く
じ
売
場

【
抽
せ
ん
日
】

【
抽
せ
ん
日
】
88
月月
2020
日
（
日
）

日
（
日
）

【
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
】

【
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
】

■
無
期
転
換
に
つ
い
て

東
京
労
働
局
か
ら
の
お
し
ら
せ

　

有
期
契
約
（

　

有
期
契
約
（
11
年
更
新
な
ど
）

年
更
新
な
ど
）

で
あ
っ
て
も
、
契
約
が

で
あ
っ
て
も
、
契
約
が
55
年
を
年
を

超
え
て
反
復
更
新
さ
れ
た
場
合

超
え
て
反
復
更
新
さ
れ
た
場
合

に
は
、
働
く
側
の
希
望
に
よ
り
、

に
は
、
働
く
側
の
希
望
に
よ
り
、

期
間
の
定
め
な
い
契
約
に
転
換

期
間
の
定
め
な
い
契
約
に
転
換

す
る
ル
ー
ル
（
無
期
転
換
ル
ー

す
る
ル
ー
ル
（
無
期
転
換
ル
ー

ル
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ル
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

有
期
契
約
の
従
業
員
を
雇
用
す

有
期
契
約
の
従
業
員
を
雇
用
す

る
事
業
主
の
皆
様
は
、
来
年

る
事
業
主
の
皆
様
は
、
来
年
44

月
に
向
け
て
準
備
が
必
要
で
す
。

月
に
向
け
て
準
備
が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

　

東
京
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等

　

東
京
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等

部
指
導
課　

労
働
契
約
法
担
当

部
指
導
課　

労
働
契
約
法
担
当

☎
０
３
（
３
５
１
２
）
１
６
１
１

☎
０
３
（
３
５
１
２
）
１
６
１
１

又
は
、
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

又
は
、
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

☎
０
３
（
３
５
１
２
）
１
６
０
８

☎
０
３
（
３
５
１
２
）
１
６
０
８

■
臨
時
皮
膚
科
専
門
診
療

の
実
施
に
つ
い
て

　　

66
月月
1010
日
の
予
定
で
中
止
と

日
の
予
定
で
中
止
と

な
っ
た
皮
膚
科
専
門
診
療
を

な
っ
た
皮
膚
科
専
門
診
療
を
77

月月
88
日
（
土
）・

日
（
土
）・
99
日
（
日
）
の

日
（
日
）
の

22
日
間
、
本
村
診
療
所
で
実
施

日
間
、
本
村
診
療
所
で
実
施

い
た
し
ま
す
。

い
た
し
ま
す
。

受
診
希
望
の
方
は
、

受
診
希
望
の
方
は
、
88
日
（
土
）

日
（
土
）

はは
1212
時時
3030
分
か
ら

分
か
ら
1515
時
ま
で
、

時
ま
で
、

99
日
（
日
）
は

日
（
日
）
は
88
時時
3030
分
か
ら

分
か
ら

1010
時
ま
で
の
間
に
受
付
を
済
ま

時
ま
で
の
間
に
受
付
を
済
ま

せ
て
く
だ
さ
い
。

せ
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

本
村
診
療
所
⑸
０
０
８
３

本
村
診
療
所
⑸
０
０
８
３

五島をつなぐ～支庁の窓～　No.34

　　

11
等　
　
等　
　

55
億
円
億
円

　

前
後
賞　

各

　

前
後
賞　

各
11
億
円
億
円

　　

22
等　
　

１
，
０
０
０
万
円

等　
　

１
，
０
０
０
万
円

　　

33
等　
　
等　
　

33
千
円
千
円

　　

44
等　
　

３
０
０
円

等　
　

３
０
０
円

　

夏
祭
り
賞　

　

夏
祭
り
賞　

55
万
円
ほ
か

万
円
ほ
か

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

　
（
公
財
）
東
京
都
区
市
町
村

　
（
公
財
）
東
京
都
区
市
町
村

　
　
　
　
　
　
　
　

振
興
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　

振
興
協
会

☎
０
３
（
５
２
１
０
）
９
９
４
５

☎
０
３
（
５
２
１
０
）
９
９
４
５

　大島支庁では年度始めに、当該町村及び関連機関のご理解とご協力をいただくた
め、支庁管内で実施する事業の内容、目的、場所などについて説明する「大島支庁
管内都事業説明会」を開催しています。
　今年度も 6月 5日（月）に、青葉会館において、村長をはじめとする役場職員、
村議会議員及び関係団体（農業協同組合、漁業協同組合、観光協会、商工会、水産
加工業協同組合）の方々にお集まりいただき、平成２９年度事業概要の説明を支庁
長以下各所属長から行いました。出席者の方から、様々なご質問や率直なご意見を
伺いました。
　大島支庁は村と力を合わせて、村民の皆様の安全・安心・利便性を確保するため、
引き続き事業に取り組んでまいります。

【主な説明】
＜産業課＞商工・観光事業、農業振興計画及び情報提供、農業経営の安定、
             　　治山・林道整備、漁業経営の安定等
＜土木課＞道路補修・維持、交通安全施設、砂防・海岸等整備及び防災、
　　　　　園地の整備等
＜港湾課＞港湾・漁港・海岸・空港整備等
＜島しょ農林水産総合センター大島事業所＞水産資源の持続的利用に関する研究、
　　　　　漁業調査指導、農業振興技術対策、農業改良普及指導等
＜島しょ保健所大島出張所＞特定給食施設指導、在宅療養支援事業、
　　　　　食品に関する営業許可や衛生監視等
＜教育庁大島出張所＞教育委員会との連携、各種研修等、教職員住宅等

本
村
診
療
所
か
ら
の
お
し
ら
せ


